
（別紙Ａ）

（１）契約時から平成３３年度(2021年度)までの負担金額に関する評価点の算出方法（１００点）

最高見積価格＋最低見積価格

見積価格 ２ １

本市積算価格 本市積算価格 ２

※ 算出に用いる価格は、全て消費税等を除いた価格とする。

落札者決定基準

※ 下記の見積価格とは、本システム構築業務委託料及び本システム稼働後平成３４年(2022年)３月３１日までの
本システム使用料の総額

１－ ＋ － ×　１００


